
第６号様式（第５の２関係）

議 事 概 要

会 議 名 令和７年度第３回さつま警察署協議会

会議日時 令和８年３月５日（木） 午後２時から午後３時30分

会 議 場 所 さつま警察署２階会議室

出 席 者 １ 警察署協議会 会長以下５人
２ 警察署 署長以下７人

（会議の概要）
１ 会議次第
⑴ 開会
⑵ 会長挨拶
⑶ 議題
ア さつま警察署管内の治安情勢及び取組状況等について
イ 意見、要望、質問に対する回答及び経過措置について

⑷ 転出者挨拶
⑸ 閉会

２ 委員からの意見・要望の提言等
（委員）

虎居簡易郵便局からＪＡ方向に向かう上り坂の交差点に設置してあるカーブミラーは
左側から来る車両が見えず、一時停止して少し進んだときに車が来ることがあり危険を
感じる。
また、近くの霧島神社からＪＡ方向に向かう道路も同様であるので、これらのカーブ

ミラーの向きを調整していただきたい。
（回答）

カーブミラー、ガードレール、道路照明灯などは、その道路を管理する道路管理者に
より設置されていることから、御意見の内容は既に道路管理者へ伝達しており、必要な
措置が講じられているものと承知している。

（委員）
交通安全運動期間中ののぼり旗について、設置の仕方によっては、安全に支障をきた

しているものがあるという意見を住民から聞いた。
交通安全運動期間中の広報は大切なことだと思うが、他に周知する方法や考えはない

か。
（回答）

「のぼり旗」については、交通事故のない安全な社会の実現を目指す関係機関・団体
・事業所などにより設置しているものと承知しているが、御意見を受け、各種会議など
を通じ、安全に配意するよう注意喚起を図ることとする。
全国交通安全運動については、主催する国、地方公共団体、公益法人等においてポス

、 。ターや標語を作成・掲示するなど 様々な施策を講じて周知を図っているところである
さつま警察署においても、運動期間中、さつま町や宮之城交通少年団、さつま町交通

安全協会などの関係機関・団体と連携し、町民一体となった「千人立哨」と称する街頭
活動を行っているほか、交通安全母の会など協力の下で実施する街頭キャンペーンや巡
回連絡、各種交通安全教室、交番・駐在所の広報紙を活用するなどして広く周知を図っ
ているところである。
さつま警察署としては、引き続き、効果的な広報啓発に取り組んでいく所存である。

（委員）
高齢化により、シニアカーを利用する人が多く、今後も増えると思うが、シニアカー

が通行する歩道の整備確保の状況はいかがか。
（回答）

歩道を含めた道路の整備や計画については、それぞれの道路を所管する国や県、市町
村などの道路管理者によるものであり、回答は困難なところである。

、 、 、なお 昨年中 さつま町におけるシニアカーが関係する交通事故は認知していないが
さつま警察署においては、交通の支障となる道路の危険箇所を把握するなどした際は、
道路管理者と連携の上、それぞれの所管に応じた安全な道路交通 環境の確保に引き続
き努める所存である。



（委員）
自宅の近くに、日中アルコールの臭いがする人がいるが、飲酒検査でアルコールは検

出されるのか。
（回答）

体内にアルコールが残存しているか否かについては、呼気や血液など検体の種類や、
検査に使用する機材によりその精度も様々であることから、酒臭のみで体内アルコール
残存の有無を一概に申し述べることは困難なところである。
なお、県警察ではアルコール測定器の校正を定期的に実施した飲酒検知資器材を使用

しているが、道路交通法施行規則改正により、一定の要件に該当する事業所等に義務づ
けられた乗車前のアルコール検査では、広く市販されているアルコール検知器が活用さ
れていると承知している。

（委員）
外国人による犯罪のニュースが報道されているが、さつま町の外国人の居住状況と犯

罪の有無についてお尋ねする。
（回答）

外国人を含め、住民に関する事務処理は、住民基本台帳法等を根拠に、主に市町村が
所管するものと承知している。
従って、質問の外国人の居住実態については、数値を持ち合わせておらず、回答は困

難なところである。
次に、外国人の犯罪について、刑法犯、特別法犯に関して回答する。

、 、 、 、令和７年中 鹿児島県警察が検挙した外国人は 窃盗 詐欺などの刑法犯が70件52名
出入国管理及び難民認定法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反などの特別法犯が17件15
名となっている。
なお、さつま警察署での検挙はなかった。

備 考


